
平
成
十
九
年
政
令
第
百
九
十
九
号

信
託
法
施
行
令

内
閣
は
、
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
百
九
条
第
二
項
、
第
百
十
条
第
四
項
、
第
百
十
四
条
第
三
項
、
第
百
十
六
条
第
一
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
通
知
の
承
諾
等
）

第
一
条
　
信
託
法
第
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
方
法
（
同
法
第
百
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
通
知
を
発
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
通
知
発
出
者
」
と
い
う
。
）
は
、

法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
通
知
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
通
知
発
出
者
は
、
同
項
の
相
手
方
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
相
手
方
に
対
し
、
当
該
通
知
を
電
磁
的
方
法

に
よ
っ
て
発
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
相
手
方
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
等
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
の
承
諾
等
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
提
供
者
」
と
い
う
。
）
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
事
項
の
提
供
の
相
手
方
に
対

し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
託
法
第
百
十
条
第
四
項

二
　
信
託
法
第
百
十
四
条
第
三
項

三
　
信
託
法
第
百
十
六
条
第
一
項

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
提
供
者
は
、
同
項
の
相
手
方
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
事
項
の
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
相
手
方
に
対
し
、
当
該
事
項
の
提
供
を
電

磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
相
手
方
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
の
受
託
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
）

第
三
条
　
信
託
法
附
則
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
法
人
と
す
る
。

一
　
最
も
遅
い
事
業
年
度
の
終
了
の
日
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
日
）
に
お
け
る
純
資
産
の
額
（
貸
借
対
照
表
上
の
資
産
の
額
か
ら
負
債
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
）
が
五

千
万
円
を
超
え
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
貸
借
対
照
表
は
、
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
の

監
査
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
監
査
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
虚
偽
、
錯
誤
及
び
脱
漏
の
な
い
も
の
で
あ
る
旨
の
証
明
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
最
初
の
事
業
年
度
の
終
了
の
日
か
ら
三
箇
月
以
内
に
お
い
て
、
当
該
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
の
監
査
が
終
了
し
て
い
な
い
法
人
　
当
該
法
人
の
成
立
の
日

ロ
　
最
も
遅
い
事
業
年
度
の
終
了
の
日
か
ら
三
箇
月
以
内
に
お
い
て
、
当
該
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
の
監
査
が
終
了
し
て
い
な
い
法
人
（
イ
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）
　
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
終
了
の
日

二
　
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
理
事
若
し
く
は
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
又
は
監
事
若
し
く
は
監
査
役
（
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対
し
こ
れ
ら

の
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
な
い
こ
と
。

イ
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
信
託
法
、
担
保
付
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
若
し
く
は
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
規
定
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
の
規
定
（
同
法
第
三
編
に
規
定
す
る
投
資
法
人
制
度
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
の
規
定
（
同
法
第
二
編
に
規
定
す
る
特
定

目
的
会
社
制
度
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
著
作
権
等
管
理
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
委
任
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
信
託
業
法
（
平
成
十

六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
、
又
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二

百
四
十
七
条
の
罪
、
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
一
条
、
第
二
条
若
し
く
は
第
三
条
の
罪
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七

十
七
号
）
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
条
第
一
号
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら

五
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
信
託
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
七
日
政
令
第
二
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
四
月
二
三
日
政
令
第
一
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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